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COVID-19の影響により、 2021年度所得税確定申告及び納税
期限が2022年6月30日まで延長される

May 2022. No. 6 |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan firm)

新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を受け、財政部は2022年4月27日、 2021年度個人所得税及び営利事業所
得税の確定申告及び納税期間について、当初の2022年5月1日から5月31日までの期間を延長し、 2022年5月1日
から6月30日までとすることを公告しました。さらに申告及び納税期間の延長に合わせて、関連手続期間も延長
されました。

また、営利事業者に投資控除の適用申請がある場合、規定により適用申請期限日は営利事業所得税申告期間終
了日とされていますが、12月末決算の申告案件については2022年6月30日まで一律延長されます。

(一)営利事業所得税

税金徴収法第10条の規定に基づき、自然災害や突発事象の影響で、法定納税期間内に納税できない場合、管
轄税務当局は実情に応じて納税期間の延長を公告することが出来る。

適用税目 原則 延長後

2021年度営利事業所

得税確定申告報

12月決算 2022年5月1日から5月31日 2022年5月1日から6月30日

営利事業所得税確定

申告、清算申告、特殊

会計年度確定申告及

び中間納付申告

申告及び納税期間が2022年5

月1日から5月31日の場合
申告及び納税期限を30日延長

営利事業所得税の申

告に電子申告を採用

する場合の必要な添

付資料及び会計士に

よる監査済報告書

紙又は記録メディアに

よる提出
2022年6月30日

2022年8月1日までに資料を所

在地の税務機関へ提出

営利事業所得税電子

決算システムソフトウ

ェアによるPDFファイ

ルのアップロード

2021年6月29日
2022年7月29日までにアップ

ロード

所得資料検索手続期間 2022年4月28日から5月31日 2022年4月28日から6月30日
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(二) 個人所得税

(三)投資税額控除の延長

営利事業所得税の確定申告、清算、特殊会計年度について

営利事業所得税の確定申告、清算、特殊会計年度について、所得税法第71条、第75条及び第101条の規定に基づき、

確定申告（決算申告又は清算申告）の申告納税期間が2022年5月1日から5月31日までの場合、申告納税期限が30日

間延長されます。

税金徴収法第10条の規定に基づき、自然災害や突発事象の影響で、法定納税期間内に納税できない場合、管轄
税務当局は実情に応じて納税期間の延長を公告することが出来る。

適用税目 原則 延長後

2021年度個人所得税申告 2022年5月1日から5月31日 2022年5月1日から6月30日

個人所得税を電子申告する場合の

その他証明書類及び資料を提出
2022年6月10日 2022年7月11日

所得資料検索手続期間 2022年4月28日から5月31日 2022年4月28日から6月30日

説明/適用法令 原則 延長後

研究開発投資控除

産業革新条例§10

確定申告期間開始前3個月から

申告期間終了日以内
2022年2月1日から6月30日

スマート機械及び第5世代(5G)

移動通信システム

産業革新条例§10-1
(オンライン申請のみ)

確定申告期間開始前4個月から

申告期間終了日以内
2022年1月1日から6月30日

知的財産権の譲渡又は利用許諾に

よる収益の範囲内における

研究開発支出の二倍控除

産業革新条例§12-1第1項

確定申告期間開始前3個月から

申告期間終了日以内
2022年2月1日から6月30日

研究開発投資控除

中小企業発展条例§35

確定申告期間開始前3個月から

申告期間終了日以内
2022年2月1日から6月30日
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